
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利得可変手段と、
　信号受信中に、前記利得可変手段の出力レベルが基準レベルと等しくな ように前記利
得可変手段の利得を制御する利得制御手段とを有し、
　前記利得制御手段は、
　
　高速伝送された信号を受信した場合、

その高速伝送された信号の受信を終了した後の
前記利得可変手段の利得を、

その高速伝送された信号を受信しているときの利得により設定し、
　高速伝送されない信号を受信した場合、

その高速伝
送されない信号の受信を終了した後の 前記利得可変手段の利得を、

高速伝送されない信号が受信
される前の値に戻すことを特徴とする無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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制御値を記憶する記憶手段を有し、
その信号受信中に、前記利得可変手段の出力レベ

ルが前記基準レベルと等しくなるように前記利得可変手段の利得を制御し、その時の制御
値を前記記憶手段に記憶し、 待機状態にお
ける 前記記憶手段に記憶された制御値によりホールドされる
ように、

その信号受信中に、前記利得可変手段の出力レ
ベルが前記基準レベルと等しくなるように前記利得可変手段の利得を制御し、

待機状態における 前記
記憶手段に記憶された制御値によりホールドされるように、



本発明は、２つ以上の伝送速度を有する無線通信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
無線通信では、伝播環境により受信信号レベルが変動するために、自動利得制御（ＡＧＣ
）が通常行われている。このＡＧＣ回路は、従来、受信電界強度を計測し、その値を用い
て、復調器に入力される受信信号レベルが一定になるように制御される。
【０００３】
従来、図５に示すようなＡＧＣ回路が提案されている。
【０００４】
図５では、アンテナ 11にて受信した信号は、アンテナ共用器 12、 AGC回路 14０を介して、
復調器 15０にて復調される。
【０００５】
ここで、 AGC回路 14０において、アンテナ共用器 12より入力された受信信号は、利得可変
回路 141を通った後、利得制御部 143により、利得可変回路 141の利得を制御する。
【０００６】
利得制御部 143は、パケットが受信されたときに利得可変回路１４１の利得をホールドす
る。利得制御部 143は、次のパケットが検出されるまで、この利得をホールドしておく。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来例では、低 SNR（信号ノイズ比）環境下で受信した場合には、受信レ
ベル測定値に雑音による誤差が大きくなる。
【０００８】
したがって、利得可変回路１４１の利得は、受信したパケットのレベルに応じて正しく設
定されておらず、次パケット受信時の AGC引き込みに時間がかかるという問題点があった
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、利得可変手段と、信号受信中に、前記利得可変手段の出力レベルが基準レベ
ルと等しくな ように前記利得可変手段の利得を制御する利得制御手段とを有し、前記利
得制御手段は、 高速伝送された信号を受信した場合、

その高速伝
送された信号の受信を終了した後の 前記利得可変手段の利得を、

その高速伝送された信号を受信
しているときの利得により設定し、高速伝送されない信号を受信した場合、

その高速伝送されない信号の受信を終了した後の
前記利得可変手段の利得を、

高速伝送されない信号が受信される前の値に戻すことを特徴とする。
【００１１】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を実施した第１の無線通信装置の構成を表すブロック図である。
【００１２】
図１において、１１はアンテナ、１２はアンテナ共用器、１３は、送信回路、１４は、ア
ンテナ共用器１２から出力される受信信号のレベルを制御して出力するＡＧＣ回路、１ 5
は復調回路、１ 6はＡＧＣ回路１４からの出力信号のレベルを計測し、信号検出を行う受
信信号検出回路、１７は復調回路１５の出力により、受信信号の伝送速度を判定する回路
、１ 8は受信信号検出回路１６の出力に応じて、ＡＧＣ回路１４にＡＧＣ制御信号を出力
するＡＧＣ制御回路である。ＡＧＣ制御回路１８は、伝送速度に応じてＡＧＣ回路１４を
制御する。１８Ｍは、マイクロコンピュータであるＡＧＣ制御回路１８のプログラムなど
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制御値を記憶する記憶手段を有し、

その信号受信中に、前記利得可変手段の出力レベルが前記基準レベルと等しくなるように
前記利得可変手段の利得を制御し、その時の制御値を前記記憶手段に記憶し、

待機状態における 前記記
憶手段に記憶された制御値によりホールドされるように、

その信号受信
中に、前記利得可変手段の出力レベルが前記基準レベルと等しくなるように前記利得可変
手段の利得を制御し、 待機状態における

前記記憶手段に記憶された制御値によりホールドされるよう
に、



を記憶したメモリである。
【００１３】
送信側では、複数の伝送速度のいずれかで信号を伝送する。すなわち、送信回路１３から
、送信要求に応じて、伝送速度を切り替えて変調信号が出力される。
【００１４】
同じ占有帯域幅で、伝送速度を切り替える方法としては、２相、４相、８相などの n相位
相変調方式、 16QAM、 64QAMなどの QAM（直交振幅変調）方式、スペクトラム拡散通信方式
における符号分割多重方式などが挙げられる。
【００１５】
送信回路１３から出力される送信信号（パケット）は、アンテナ共用器１２を通して、ア
ンテナ１１より、送出される。
【００１６】
ここで、アンテナ共用器１２は、スイッチ、または、上り回線と下り回線との周波数差に
応じたフィルタにより、送受を切り替える。
【００１７】
一方、受信側では、アンテナ１１にて受信した信号はアンテナ共用器１２を通して、ＡＧ
Ｃ回路１４により、適宜レベル変換されて、復調回路１５に入力され、復調される。
【００１８】
また、ＡＧＣ回路１４の出力は、受信信号検出回路１６に入力され、所望のレベルの信号
の有無あるいは、所望の信号パターンの有無を判定し、判定結果をＡＧＣ制御回路１８に
出力する。
【００１９】
受信信号検出回路１６は、ＡＧＣ回路１４の出力レベルを計測する計測回路と、この計測
回路の出力が所望のレベルより大きいか否かを検出する検出回路を有し、この検出結果を
、所望の信号の有無としてＡＧＣ制御回路１８に出力する。
【００２０】
また、受信検出回路１６は、ＡＧＣ回路１４の出力と所望の信号との相関を検出する検出
回路を有し、この相関の有無を、所望のパターンの信号の有無としてＡＧＣ制御回路１８
に出力する。
【００２１】
また、復調回路１５からの復調信号は、伝送速度判定回路１７に入力される。復調回路１
５は、複数の伝送速度に対応しており、その複数の伝送速度のいずれの速度の信号が受信
された場合も復調することができる。伝送速度判定回路１７は、受信信号の伝送速度を判
定し、判定結果をＡＧＣ制御回路１８に出力する。
【００２２】
受信信号が符号分割多重信号の場合、復調回路１５は、複数の逆拡散復調回路を有し、そ
の複数の逆拡散復調回路のいくつから受信信号が出力されるかにより、受信信号の伝送速
度を判定することができる。例えば、８個の逆拡散復調回路から受信信号が出力された場
合、その伝送速度は、１個の逆拡散復調回路から受信信号が受信された場合の８倍である
。そして、８個の逆拡散復調回路から受信信号が出力された場合、伝送速度が高速である
と判定される。
【００２３】
また、伝送速度を手順信号に含めて、送信側から受信側に伝送するようにしてもよい。
【００２４】
ＡＧＣ制御回路１８では、受信信号検出回路１６からの信号に応じて、ＡＧＣ制御信号を
ＡＧＣ回路１４に出力する。
【００２５】
ＡＧＣ回路 14は、例えば図２のように構成される。
【００２６】
図２において、受信信号は、利得可変回路 21により、適宜レベル変換されて復調回路１５
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に出力される。さらに、レベル測定回路 22にて利得可変回路 21からの出力信号レベルを測
定する。測定値は、利得制御回路 23に入力され、利得制御回路 23は、そのレベルが基準レ
ベルと等しくなるように利得可変回路２１に対して制御信号を出力する。
【００２７】
また、利得制御回路 23は、ＡＧＣ制御回路１８から出力されるＡＧＣ制御信号に応じて、
利得可変回路 21の制御信号の制御値を記憶回路 24に格納したり、記憶回路 24から読み出し
て利得可変回路 21に出力する。
【００２８】
なお、受信信号検出回路１６は、レベル測定回路２２の出力を用いてレベルが所望のレベ
ルより大きいか否かを検出し、この検出結果を、所望の信号の有無としてＡＧＣ制御回路
１８に出力してもよい。
【００２９】
さて、図 3に示されるＡＧＣ制御回路１８の動作を示すフローチャートを用いて受信動作
について詳しく説明する。ＡＧＣ制御回路１８の動作プログラムは、メモリ１８Ｍに記憶
されている。
【００３０】
まず、信号を受信していない時、すなわち、受信信号検出回路 16にて、所望の信号が検出
されていない時には（待機中）、ＡＧＣ回路１４が、記憶回路 24に格納されている制御値
にホールドされるように、ＡＧＣ制御回路１８は、ＡＧＣ回路１４にＡＧＣ制御信号を出
力している（  Ｓ３０１）。
【００３１】
その後、受信信号検出回路 16にて、受信レベルあるいは受信信号パターンにより所望の信
号を受信したと判定されると、その旨をＡＧＣ制御回路 18に伝える。
【００３２】
信号（パケット）が受信されたと判定されると（Ｓ３０２）、ＡＧＣ制御回路 18は、ＡＧ
Ｃ回路 14に対して、ホールドを解除して、利得制御を開始するように命令するＡＧＣ制御
信号を出力する（Ｓ３０３）。
【００３３】
利得制御回路２３は、レベル測定回路２２により測定されたレベルが予め設定された所定
値と等しくなうように利得可変回路２１の利得を制御する。
【００３４】
利得制御回路２３は、ホールドが解除されてから所定時間以内に利得制御を完了し、完了
した時点で、その時の利得をホールドする。
【００３５】
その後、伝送速度判定回路 17にて復調回路 15により復調された信号より、伝送速度を判定
し、その判定結果に基づいて、復調するとともに、判定結果は、ＡＧＣ制御回路 18に出力
される。
【００３６】
伝送速度判定回路１７にて高速伝送ではないと判定されたならば（Ｓ３０４）、復調回路
１５が受信終了を検出すると（Ｓ３０５）、Ｓ３０１に戻り、待機状態になる。Ｓ３０１
では、ＡＧＣ制御回路１８は、ＡＧＣ回路１４が、記憶回路２４に格納されている制御値
にホールドされるように、ＡＧＣ回路１４にＡＧＣ制御信号を出力する。すなわち、利得
可変回路２１の利得は、高速でない信号が受信される前の待機中の値に戻る。
【００３７】
一方、Ｓ３０４で、伝送速度判定回路 17にて高速度伝送と判定されたならば、利得制御回
路 23が、所望信号受信中のある適当な時点の制御値を記憶回路 24に格納するように、ＡＧ
Ｃ制御回路１８は、ＡＧＣ回路２４にＡＧＣ制御信号を出力する（Ｓ３０６）。
【００３８】
ここで、制御値を記憶回路 24に格納するタイミングは復調回路 15にて受信終了を検出する
と同時、あるいは直後でもよい。
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【００３９】
また、そのタイミングは、Ｓ３０４で高速伝送であると判定されたときでもよい。高速伝
送であると判定されたときに制御値を記憶回路 24に格納する場合、 S３０５と同様に受信
が終了すると、 S３０１に戻る。
【００４０】
この制御値は、制御値を格納するときの利得可変回路２１の利得でもよいし、制御値を格
納するときのレベル測定回路２２により検出されたレベルでもよい。制御値が利得可変回
路２１の利得であれば、利得制御回路２３は、その制御値に利得可変回路２１の利得を設
定する。また、制御値がレベル測定回路２２により検出されたレベルであれば、利得制御
回路２３は、そのレベルが基準レベルになる様に利得可変回路２１の利得を設定する。
【００４１】
復調回路 15にて受信終了を検出した後は、Ｓ３０１の待機状態に戻り、ＡＧＣ制御回路 18
からのＡＧＣ制御信号により、ＡＧＣ回路１４は、記憶回路 24に格納されている制御値（
Ｓ３０６のＡＧＣ制御信号により記憶回路２４に格納された制御値）にてホールドする。
【００４２】
すなわち、Ｓ３０４で高速伝送であると判断された場合、その高速伝送された信号を受信
した後、利得可変回路２１の利得は、その高速伝送された信号を受信しているときの利得
により決定される。（たとえば、そのまま保持される。）
【００４３】
なお、利得可変回路２１の利得がＧ１で受信待機中に、信号が受信され、その信号が高速
で、その信号に応じて設定される利得がＧ２だった場合、Ｇ１とＧ２の平均値を、その高
速の信号の受信を終了した後の利得可変回路２１の利得として記憶回路２４に記憶しても
よい。
【００４４】
　この様に、図３の動作においては、ＡＧＣ制御回路１８は、Ｓ３０４で高速伝送である
と判定されたか否かに応じて、ＡＧＣ回路１４を制御する。ここで、伝送速度が低速と高
速のいずれかである場合には、そのどちらであるかに応じて、ＡＧＣ回路１４を制御する
。また、伝送速度が３通り以上あり、受信信号の伝送速度が中速だった場合には、Ｓ３０
５に進むようにしてもよいし、Ｓ３０６に進むようにしてもよい。
【００４５】
さらに、図３の動作においては、Ｓ３０２において、信号が受信されたと判定された場合
に、伝送速度に応じたＡＧＣ回路１４の制御を行なう。
【００４６】
図３のＳ３０６では、伝送速度判定回路 17にて高速度伝送と判定されたならば、制御値を
記憶回路 24に格納した。
【００４７】
しかしながら、高速伝送と判定されなくても、電源投入またはリセット後、最初にＳ３０
２で信号が受信されたと判定された場合には、受信信号が高速伝送でなくとも、制御値を
記憶回路 24に格納してもよい。
【００４８】
この様な受信動作の流れを図４に示す。この様に動作する無線通信装置の構成は、図１、
図２と同様である。
【００４９】
図４では、Ｓ３１４において、電源投入またはリセット後、最初の 1回目に限り、受信信
号が高速伝送でなくとも、制御値を記憶回路 24に格納する（Ｓ３０６）。
【００５０】
図４の動作においても、図３の動作と同様の作用効果があるが、さらに、電源投入または
リセット後、最初の 1回目に限り、受信信号が高速伝送でなくとも、制御値を記憶回路 24
に格納することにより、電源投入またはリセット後に初期化された制御値が、雑音による
多少の誤差はあるにせよ受信レベルの近傍にセットされるので、次回からの AGCの引き込
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み時間を短縮することができる。
【００５１】
高速な信号を受信する場合には、低速な信号を受信する場合よりも、オーバーヘッドが問
題になる。本発明を実施することにより、伝送速度が高速な信号を受信した後は、その高
速な受信信号の受信に適した利得が設定されるので、その後に高速な受信信号が受信され
た場合には、利得を高速に引き込むことができる。
【００５２】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、受信された信号が高速伝送された信号の場合、
利得可変手段には、高速伝送された信号を前回受信したときの利得が設定されているので
、今回受信された信号のレベルに応じた利得制御を高速に達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を実施した無線通信装置のを示すブロック図である。
【図２】本発明を実施した無線通信装置のＡＧＣ回路を示すブロック図である。
【図３】本発明を実施した無線通信装置の第 1の受信動作の流れを示す図である。
【図４】本発明を実施した無線通信装置の第 2の受信動作の流れを示す図である。
【図５】従来の無線通信装置を示すブロック図である。
【符号の説明】
１４　ＡＧＣ回路
１６　受信信号検出回路
１７　伝送速度判定回路
１８　ＡＧＣ制御回路
１５　復調回路
２１　利得可変回路
２２　レベル測定回路
２３　利得制御回路
２４　記憶回
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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